

●指定管理者の候補者の選定基準及び審査基準（南さんりく斎苑）
　南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年南三陸町条例第１１号。以下「条例」という。）に基づく指定管理者の候補者の選定と審査を行うに当たり、令和７年度における基準を次のように定めるもの。

１　指定管理者の候補者の選定基準
	条例第４条に基づく選定に当たっての選定基準

	１　住民等の平等な利用を確保することができるものであること

	２　事業計画書等の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減及び住民サービスの向上が図られるものであること

	３　事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること




２　指定管理者の候補者の選定基準
（１）　事前審査
	


基本事項
	審査基準
	判断基準

	
	募集要項に示す申請資格に該当しているか
	申請資格の非該当があれば失格とし、審査対象外とする。

	
	申請書類等に不備はないか
	必要書類の欠落は失格とし、審査対象外とする。

	
	関係法令等を理解し、順守が見込まれるか
	申請資格の非該当等、法令順守の意識が低いと認められる場合は失格とし、審査対象外とする。

	
	必要とする資格を有しているか又は確保が可能か
※施設の性質等により資格を求める場合
	確保がされない場合は失格とし、審査対象外とする。


※事前審査にあたり、施設所管課において申請書類をあらかじめ確認のうえ提出すること。

（２）　指定管理者の候補者の審査基準
	
	選定基準
	審査項目
	審査の視点
	配点

	





共通事項












共通事項
	１　住民等の平等な利用を確保することができるものであること
	(1)平等の確保
	施設利用者の平等の確保を基本とした事業計画であるか
	10点

	
	
	
	特定の個人及び団体等に対して不当に利益を制限したり、優遇される提案になっていないか
	

	
	
	
	障害者や高齢者などの施設の利用に当たっての合理的配慮がなされているか
	

	
	
	(2)公共性の維持
	施設の設置目的と町が求める業務を理解した事業計画であり、それらに適合した管理運営に対する理念や基本方針を持っているか
	10点

	
	
	
	利用者への情報提供が十分に行われる計画となっているか。また、利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか
	

	
	２　事業計画書等の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減及び住民サービスの向上が図られるものであること
	(1)効用の発揮
	実施可能な事業計画であり、施設の利用促進や利用者の利便性を高める的確な手法や事業が提案されているか
	20点

	
	
	
	事業計画の内容は募集要項及び仕様書に示した内容と整合が図られているか
	

	
	
	(2)経費ﾒﾘｯﾄ
	提案の管理体制及び事業実施に対し、適切な収支計画であるか。また、その積算根拠は明確であるか
	20点

	
	
	
	運営経費縮減等の取組がサービス低下につながらない、バランスのとれた提案であるか
	

	
	３　事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること
	(1)物的能力
	公共施設等を良好に管理又は運営した実績があり、当該施設における専門的知識や資格、経験を十分に有しているか
	15点

	
	
	
	長期間安定して良好な施設管理及び運営の継続を行うための人的基盤や財政基盤等を有しているか
	

	
	
	
	個人情報の保護及び情報公開等に対し、管理規程や研修体制の構築等、必要な措置が講じられているか
	

	
	
	(2)人的能力
	施設の管理運営にあたる人員配置及び勤務体制が必要な水準を満たしており、かつ合理的であるか
	15点

	
	
	
	職員の資質・能力向上を図るよう人材育成に対する積極的な取組
が講じられているか
	

	
	
	
	日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応、また防犯・防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分に考慮された計画であるか
	

	個別事項
	４　その他町長が公の施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準
	地域振興
	町内業者の活用や地元雇用の促進など、地域振興に寄与する提案があるか
	10点

	
	
	
	地域の住民や関係団体等との連携や協働による地域活動への参加等、地域貢献の取組が提案されているか
	

	合計点数（１委員あたり）
	100点



（３）　添付書類
　　１　指定を受けようとする公の施設の事業計画書
　　２　指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書
　　３　定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
　　４　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　　５　申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業
実績報告書及び収支決算書
　　６　他、町長が必要と認める書類















○採点基準
	区分
	5点の項目
	10点の項目
	15点の項目
	20点の項目

	非常に優れている
（要求水準を大幅に上回っている、高度な能力を有している）
	5
	10
	15
	20

	優れている
（要求水準を上回っている、十分な能力を有している）
	4
	8
	12
	16

	普通
（要求水準を満たしている、一応の能力を有している）
	3
	6
	9
	12

	多少不十分である
（要求水準を下回っている、多少能力が乏しい）
	1
	2
	3
	4

	不十分である
（要求水準を大幅に下回っている、能力が乏しい）
	0
	0
	0
	0


○判定基準　各委員の合計点数を合算したものを採点した委員数で割り、算出した点数が60点以上で、最も高い点数の者を指定管理者の候補者として適とする。

※判定後、改めての審議を要するか委員へ確認を行う場合
　・すべての事項において、委員が１人でも「不十分である」の評価をした項目があった場合

　以上の場合には、委員へ判定内容を共有の上、改めての審議を要するかの提案を事務局から行う。
